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▲Software-Defined Network Service利⽤規約 
実施 平成29年３⽉30⽇ 

▲Software-Defined Network Service利⽤規約 
実施 平成29年３⽉30⽇ 

 
⽬次 （略） 
 

 
⽬次 （略） 
 

  
第１章〜第11章 （略） 
 
別記 
１〜５ （略） 

第１章〜第11章 （略） 
 
別記 
１〜５ （略） 

６ ＳＤＮ端末の提供等 ６ ＳＤＮ端末の提供等 
(1)〜(2) （略） (1)〜(2) （略） 
 (3) ＳＤＮ端末（料⾦表第３表に規定する２型Ｌに限ります。）の提供の請求をした者は、

その請求を⾏った⽇の翌営業⽇から起算して６営業⽇後の⽇以後は、その請求を取り消
し、⼜はその提供等の契約を解除することができません。ただし、当社がそのＳＤＮ端
末を提供した⽇以後はその限りではありません。 

(3) ＳＤＮ端末を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。 (4) ＳＤＮ端末を設置するために必要な場所は、契約者から提供していただきます。 
(4) ＳＤＮ端末に必要な電気は、契約者から提供していただきます。 (5) ＳＤＮ端末に必要な電気は、契約者から提供していただきます。 
(5) 契約者は、ＳＤＮ端末を使⽤することができなくなったときは、当社に修理の請求を

していただきます。 
(6) 契約者は、ＳＤＮ端末を使⽤することができなくなったときは、当社に修理の請求を

していただきます。 
(6) 契約者は、当社が設置したＳＤＮ端末を善良な管理者の注意をもって保管していただ

きます。 
(7) 契約者は、当社が設置したＳＤＮ端末を善良な管理者の注意をもって保管していただ

きます。 
(7) 契約者は、(6)の規定に違反してＳＤＮ端末を亡失し、⼜はき損したときは、当社が

指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を⽀払っていただきま
す。 

(8) 契約者は、(7)の規定に違反してＳＤＮ端末を亡失し、⼜はき損したときは、当社が
指定する期⽇までにその補充、修繕その他の⼯事等に必要な費⽤を⽀払っていただきま
す。 

(8) 契約者は、当社が提供するＳＤＮ端末を海外に輸出し、持ち出し⼜は⽇本国内におい
て⾮居住者に提供しないものとします。 

(9) 契約者は、当社が提供するＳＤＮ端末を海外に輸出し、持ち出し⼜は⽇本国内におい
て⾮居住者に提供しないものとします。 

(9) 契約者は、ＳＤＮサービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場合であっても、ＳＤＮ
端末に係る料⾦の⽀払いを要します。 

(10) 契約者は、ＳＤＮサービスを全く利⽤できない状態が⽣じた場合であっても、ＳＤ
Ｎ端末に係る料⾦の⽀払いを要します。 

(10) 当社は、本規約で特に定める場合を除き、ＳＤＮ端末を起因とした損害の賠償をし
ないものとし、契約者は当社にその損害についての請求をしないものとします。また、
契約者はＳＤＮ端末の利⽤により第三者に対し損害を与えた場合、⾃⼰の責任でこれを
解決し、当社に責任を負担させないものとします。 

(11) 当社は、本規約で特に定める場合を除き、ＳＤＮ端末を起因とした損害の賠償をし
ないものとし、契約者は当社にその損害についての請求をしないものとします。また、
契約者はＳＤＮ端末の利⽤により第三者に対し損害を与えた場合、⾃⼰の責任でこれを
解決し、当社に責任を負担させないものとします。 
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(11) 契約者は、当社が設置したＳＤＮ端末について、ＳＤＮ端末の廃⽌、ＳＤＮ契約の
解除、ＳＤＮサービスの⼀部若しくは全部の廃⽌⼜はその他の事由により、そのＳＤＮ
端末を使⽤する権利を失ったときは、そのＳＤＮ端末を契約者の費⽤負担により原状に
復したうえで、当社が指定する期⽇までに当社が指定する⽅法によりそのＳＤＮ端末を
当社に速やかに返還していただきます。 

(12) 契約者は、当社が設置したＳＤＮ端末について、ＳＤＮ端末の廃⽌、ＳＤＮ契約の
解除、ＳＤＮサービスの⼀部若しくは全部の廃⽌⼜はその他の事由により、そのＳＤＮ
端末を使⽤する権利を失ったときは、そのＳＤＮ端末を契約者の費⽤負担により原状に
復したうえで、当社が指定する期⽇までに当社が指定する⽅法によりそのＳＤＮ端末を
当社に速やかに返還していただきます。 

(12) 契約者は、(11)の規定によるＳＤＮ端末の返還が遅延したとき（当社の責めに帰す
べき事由による場合を除きます。）は、当社が別に算定する⾦額を⽀払っていただきま
す。 

(13) 契約者は、(12)の規定によるＳＤＮ端末の返還が遅延したとき（当社の責めに帰す
べき事由による場合を除きます。）は、当社が別に算定する⾦額を⽀払っていただきま
す。 

(13) 契約者は、(11)の規定によるＳＤＮ端末の返還に関し、当社がそのＳＤＮ端末をそ
の所在場所から撤去⼜は回収するときは、その撤去⼜は回収に協⼒するものとし、これ
を妨害し、⼜は拒んだりしないものとします。 

(14) 契約者は、(12)の規定によるＳＤＮ端末の返還に関し、当社がそのＳＤＮ端末をそ
の所在場所から撤去⼜は回収するときは、その撤去⼜は回収に協⼒するものとし、これ
を妨害し、⼜は拒んだりしないものとします。 

(14) (1)から(13)までに規定するほか、ＳＤＮ端末に係るその他の提供条件については、
ＳＤＮサービスに準ずるものとします。 

(15) (1)から(14)までに規定するほか、ＳＤＮ端末に係るその他の提供条件については、
ＳＤＮサービスに準ずるものとします。 

７ ＳＤＮ端末の販売等 ７ ＳＤＮ端末の販売等 
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、ＳＤＮ端末（備品等を含みます。）を販売

します。この場合、契約者は、料⾦表第３表に規定する料⾦の⽀払いを要します。 
(1) 当社は、契約者から請求があったときは、ＳＤＮ端末（備品等を含みます。）を販売

します。この場合、契約者は、料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）に規定する
料⾦の⽀払いを要します。 

(2) （略） (2) （略） 
 (3) ＳＤＮ端末（料⾦表第３表に規定する２型Ｌに限ります。）の購⼊申込みをした者は、

その購⼊申込⽇の翌営業⽇から起算して６営業⽇後の⽇以後は、そのＳＤＮ端末の購⼊
申込みを取り消し、⼜はそのＳＤＮ端末の売買契約を解除することができません。 

(3) 契約者は、当社が販売するＳＤＮ端末（料⾦表第３表（附帯サービスに関する料⾦）
に規定する１型に係るものに限ります。）を海外に輸出し、持ち出し⼜は⽇本国内にお
いて⾮居住者に提供しないものとします。 

(4) 契約者は、当社が販売するＳＤＮ端末（料⾦表第３表に規定する１型に係るものに限
ります。）を海外に輸出し、持ち出し⼜は⽇本国内において⾮居住者に提供しないもの
とします。 

(4) 当社は、ＳＤＮ端末（料⾦表第３表に規定する２型に係るものに限ります。以下(6)
まで同じとします。）をコールドスタンバイ機（通常使⽤するＳＤＮ端末が使⽤できな
い状態となった場合の予備機として、通常は使⽤されないことを前提に電源を切った状
態で設置されるもの）と合わせて販売します。 

(5) 当社は、ＳＤＮ端末（料⾦表第３表に規定する２型に係るものに限ります。以下(7)
まで同じとします。）をコールドスタンバイ機（通常使⽤するＳＤＮ端末が使⽤できな
い状態となった場合の予備機として、通常は使⽤されないことを前提に電源を切った状
態で設置されるもの）と合わせて販売します。 

(5) 契約者は、ＳＤＮ端末の設置場所を変更することはできません。 (6) 契約者は、ＳＤＮ端末の設置場所を変更することはできません。 
(6) 契約者が(5)の規定に反し、ＳＤＮ端末の設置場所の変更を⾏った場合は、ＳＤＮサ

ービスの⼀部⼜は全部を利⽤できないことがあります。 
(7) 契約者が(6)の規定に反し、ＳＤＮ端末の設置場所の変更を⾏った場合は、ＳＤＮサ

ービスの⼀部⼜は全部を利⽤できないことがあります。 
(7) 契約者は、次に掲げる事項について保証するものとします。 (8) 契約者は、次に掲げる事項について保証するものとします。 

ア〜ウ （略） ア〜ウ （略） 
(8) (1)から(7)までに規定するほか、ＳＤＮ端末の販売等に係る代⾦の⽀払⽅法及び消費

税相当額の加算については料⾦表通則の規定に、延滞利息については第30条（延滞利息）
の規定にそれぞれ準じて取り扱います。 

(9) (1)から(8)までに規定するほか、ＳＤＮ端末の販売等に係る代⾦の⽀払⽅法及び消費
税相当額の加算については料⾦表通則の規定に、延滞利息については第30条（延滞利息）
の規定にそれぞれ準じて取り扱います。 

８〜10 （略） ８〜10 （略） 
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料⾦表 
通則 （略） 

 
料⾦表 
通則 （略） 

  
第１表 料⾦ 
 第１類 利⽤料⾦ 
  １ （略） 

第１表 料⾦ 
 第１類 利⽤料⾦ 
  １ （略） 

  ２ 料⾦額 
   ２－１ （略） 

  ２ 料⾦額 
   ２－１ （略） 

   ２－２ 付加機能に係る料⾦ 
    (1)〜(2) （略） 

   ２－２ 付加機能に係る料⾦ 
    (1)〜(2) （略） 

    (3) マネージド機能 
     ア〜ウ （略） 

    (3) マネージド機能 
     ア〜ウ （略） 

     エ オンサイト故障交換サービス 
⽉額 

     エ オンサイト故障交換サービス 
⽉額 

 区   分 単   位 料 ⾦ 額   区   分 単   位 料 ⾦ 額  
 ＳＤＮ端末が故障

したときに、契約
者からの請求によ
り当社が代替品の
設置等を⾏うもの 

そのＳＤＮ端末が
１型Ｓのもの〜そ
のＳＤＮ端末が２
型Ｍのもの （略） 

（略） （略）   ＳＤＮ端末が故障
したときに、契約
者からの請求によ
り当社が代替品の
設置等を⾏うもの 

そのＳＤＮ端末が
１型Ｓのもの〜そ
のＳＤＮ端末が２
型Ｍのもの （略） 

（略） （略）  

        そのＳＤＮ端末が
２型Ｌのもの 

１のＳＤＮ端末ご
とに 

別に算定する⾦額  

 備考 （略）   備考 （略）  
  
     オ〜カ （略）      オ〜カ （略） 
 
第２表 （略） 

 
第２表 （略） 

第３表 附帯サービスに関する料⾦ 
 第１ ＳＤＮ端末に係る料⾦等 
  １ （略） 

第３表 附帯サービスに関する料⾦ 
 第１ ＳＤＮ端末に係る料⾦等 
  １ （略） 

  ２ ＳＤＮ端末使⽤料   ２ ＳＤＮ端末使⽤料 
 区   分 単   位 料 ⾦ 額   区   分 単   位 料 ⾦ 額  
 １型Ｓ〜２型Ｍ （略） （略） （略）   １型Ｓ〜２型Ｍ （略） （略） （略）  
      ２型Ｌ １台ごとに⽉額 別に算定する⾦額  
  
  ３ （略）   ３ （略） 
  ４ ＳＤＮ端末の販売価格   ４ ＳＤＮ端末の販売価格 
 区   分 単   位 料 ⾦ 額   区   分 単   位 料 ⾦ 額  
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 １型Ｓ〜２型Ｍ （略） （略） （略）   １型Ｓ〜２型Ｍ （略） （略） （略）  
      ２型Ｌ ＳＤＮ端末１台ご

とに 
別に算定する⾦額  

  
 第２〜第３ （略）  第２〜第３ （略） 
  
  
 附 則（令和３年１⽉29⽇ ＤＰＳサ第00738626号） 

この改正規定は、令和３年２⽉４⽇から実施します。 
  

 
 


